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Ⅰ
教育理
念・目的

1
自立支援局の基本理念や養成施設の教育目標、目的が定
められている 4

適切に定められているが、自立支援
局の基本理念に重ねて、理療教育
に特化した教育理念が策定されるよ
う、働きかけたい。

自立支援局の基本理念や養成施設
の教育目標、目的を定め、HP等に掲
載し、対応している。より具体的な教
育目標、目的については、他セン
ターととともに、引き続き検討する。

自立支援局の基本理念や目標・目
的は整備されており、適切に対応で
きている。なお、理療教育の教育目
標や目的については、引き続き検討
を行っていく。

適切に対応できており、引き続き、積
極的に取り組みたい。また、今後は、
理療教育の教育理念、教育目標、養
成の方針などについても検討が必要
と考えられる。

各施設共通の教育理念や目的に基づいた教育目
標が設定されており、自己評価どおりと認められ
る。さらなる教育目標の具体化のための取組にも
着手しており、教育活動をとおした利用者と教官の
認識の共有がますます図られることが期待される。

2 中期目標等に沿った運営方針が策定されている 4

3 運営方針に沿った組織目標が策定されている 4

4
組織目標に添った具体的な事業計画が策定され、確実に
取り組まれている。 4

5
施設運営や利用者支援に係る会議などの意思決定システ
ムが整備されている 4

6
医療従事者の教育に携わる国家公務員として国家公務員
倫理法に基づく職務の遵守が適正になされている 4

7
教育活動等に関する情報発信や情報開示（情報公開法に
基づく対応等）が適切になされている 4

8
パソコンや情報共有サーバー等の利活用による業務の効
率化が図られている 4

9 学科等のカリキュラムが体系的に編成されている 4

10
実践的な職業教育（実技・実習等）が体系的に位置づけ
られている 4

11 単位認定、進級・卒業判定の基準が明確になっている 4

12 資格取得等に関する指導体制が整備されている 4

13
就業を支援するための取組（施術所見学や講座等）が行
われている 4

14
利用者の障害特性に配慮した授業等を行うことができる
資質を備えた教官を確保している 4

15
教官の指導力育成など資質向上のための取組が行われて
いる 4

16
業務報告会等を通じて自身の実績を発信する機会が確保
されている。 4
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施設運営に関する様々な課題に対して、組織的な
取組が適切に行われており、自己評価は適切と認
められる。
評価項目8のパソコン等の利活用による業務の効
率化について、組織的、長期的な取組による改善
の効果を理解することができた。その上で、教官の
業務負担感を軽減して、よりよい授業に注力する
ために、例えば、専任のICT指導の担当教官の採
用、大学生ボランティア等外部人材活用への積極
的な検討も望まれる。

Ⅲ 教育活動

評価項目１０については、昨年度の
学校評価で教官の実技指導力の向
上が課題となったことから、今年度
は、利用者との放課後の実技練習
会を通し、向上の機会とした。来年
度は、教官による臨床研修の強化を
図る予定である。
評価項目１４、１５については、教官
の指導力向上の一環として、話しを
短時間でまとめるスピーチの実践研
修を通して、３分間で伝える動画講
義を作成し利用者評価を行った。ま
た、カリキュラム改訂による教育内容
の変更への対応として、教官オリジ
ナルの模擬試験問題を作成に当た
り、試験問題作成検討会を定期的に
開催し、症例問題の精査と新出題傾
向への対応を図った。来年度の重点
事項として教材作成について取り上
げ、文字情報における教材作成の留
意点やわかりやすい教材のモデル
を検討する。
評価項目１６については、教官全員
が各自の年間研修・計画の実践に
取り組み、３月の所内発表会で報
告、更にセンター運営の助言を得る
ための自立支援推進委員会にて、
全員が各自のテーマを報告した。

教育活動については、「あん摩マツ
サージ指圧師、はり師及びきゆう師
に係る学校養成施設認定規則」等に
従い、カリキュラム編成、実践的な職
業教育(実技・実習等)、単位認定、
進級・卒業判定の基準を明確に定め
て実施されている。
また、資格取得に向けた利用者の学
習理解度に応じた補習や個別指導、
就業に向けた施術所見学や進路支
援講座等を計画、実施している（コロ
ナ禍により一部オンラインを活用）。
さらに、視覚障害等利用者の特性に
配慮した指導力向上のための教官
研修会等を実施している。
評価項目14、15については、視覚障
害に限らず、発達障害、自閉症スペ
クトラム、高次脳機能障害、さらに精
神疾患を有する利用者への多様な
支援の充実を求める声があり、利用
者への新たな支援方法のための資
質向上の指摘の声があがった。遠隔
教育実施のためのICT技能研修とと
もに今後検討、充実させたい。
評価項目16の業務報告会は、自立
支援局長参加のもと、3月に開催さ
れた。

教育活動については、統一されたカ
リキュラム及び進級や卒業の基準等
を規程や細則により明確にし、就業
に向けた教育を実施している。
オンライン授業の実施に向けた準備
や機器の整備を行い、実施できる体
制を整えた。
また、研修会などを、オンラインによ
りリアルタイムで配信したり、当日参
加できない方へは、録画したものを
DVDにより送付するなど、積極的に
取り組んだ。
資格取得に向けた、個別補習の実
施や、受験対策など計画的に実施し
た。
また、年度末の通常授業終了後に、
実際に科目を担当した教官ではな
く、別の教官が補習を担当すること
により、違う視点から理解を深めるこ
とを目的とした、新たな取り組みを
行った。
重複障害を有する利用者への対応
など、障害特性に配慮した支援のた
め、実技科目におけるダブルティー
チングの実施や、特別指導教官を中
心とした検討を随時実施している。
課内教官研修会を実施し、教官の指
導力の向上に努めた。利用者アン
ケートの結果を踏まえた授業改善を
行った。

理療教育活動について、施術者とし
ての知識、技術、態度面のバランス
に長けた利用者の教育を目指したカ
リキュラム、教育、受験対策が、概ね
実現されている。ただし、評価項目
14、利用者の障害特性に対する合
理的配慮については、一層の検討と
実行が必要と考えられ、引き続き、
組織的に検討する。
評価項目15については、利用者数
名のオンライン授業の実施に伴い、
遠隔教育充実のためのICT技能研
修会を実施した。
評価項目16について、当センター全
体の業務報告会はコロナ禍を理由
に中止されたが、課の会議時間を利
用して報告会を実施した。

教育活動全般に関する評価項目について適切な
対応がとられており、自己評価どおりと認められ
る。
教官の指導力育成等を目的とする研修会も外部講
師の招聘を基本として、資質向上の機会としてい
る。さらに多様化する利用者に対応するため、視覚
障害に限らず、発達障害や精神障害等の理解を深
めて、教育活動の深化、充実への取組も求められ
る。今後、より困難性の高い教育指導の充実に向
けて、引き続き特別指導教官の配置、増員にも期
待する。

Ⅱ 施設運営

運営方針に沿った組織目標に加え
て函館センター独自の重点事項を合
わせて計画的に取り組み、特にＩＣＴ
を活用した教育活動を随所に展開さ
せることができた。また、コミュニケー
ションの向上に向けた取り組みを強
化、職員間、職員と利用者の相互理
解のための対話づくりを目指し畑づ
くりのクラブを運営したところ、交流
の成果として利用者からの提案によ
る全所的な行事の開催に結びつい
た。来年度は、卒後教育につながる
学習環境の向上を目指して地域交
流へと展開する予定である。
評価項目７については、函館セン
ター公式ＳＮＳ等を活用し教育活動
の新たな取り組みを取り上げ情報発
信を行った。
今年度は第3者評価を受け、結果を
ホームページ上で公表している。

運営方針や組織目標及び目標達成
に向けた年間事業計画に基づいて
事業を遂行している。また、運営につ
いては、定期的に利用者支援に係る
会議を重ねて、組織的な意思決定が
なされている。
評価項目7については、HP上に公開
後3年目となる授業計画書（シラバ
ス）の改善にも着手、質的な向上も
一部に見られる。
評価項目8については、ICT活用によ
る業務の効率化が図られているもの
の、統合ネットワーク上の業務の遂
行にあたり、特に視覚障害を有する
教官から使い勝手の悪さが指摘され
てきている。令和４年度中のシステ
ムのリニューアルに向けて、視覚障
害をもつ教官の参加のもと、アクセシ
ビリティやシステム仕様について、次
期システム開発業者と意見交換をし
て、一定の合意を得た。

組織目標に沿って作成した事業計画
重点事項により、年間をとおして適
切に業務を実施している。
利用者支援に関する定期的な会議
の実施や利用者個々に関する担当
者間の話し合いを随時行うなど、課
題の解決には迅速に対応している。
公務員として法令に基づく服務の遵
守も適切に実施している。
教育活動に関する情報発信などは、
必要と思われるものを、随時HP上に
掲載し対応している。
PCの利活用については、回線の容
量を増加するなどの対策を行った
が、特に音声ユーザー使用時の不
具合は解消されず、業務の効率化に
向け、今後も引き続き改善していく。

年度当初に、自立支援局の運営方
針及び組織目標に基づく業務運営
重点事項を設定し、取り組んでおり、
概ね達成されている。評価項目7に
ついては、ＨＰの掲載記事の更新方
法を見直した。評価項目8について
は、情報共有サーバー内の動画コン
テンツの活用が図られたものの、業
務用PC環境の整備等、引き続き改
善を要する面があると考えられる。
なお、今年度、第三者評価を受審
し、結果をホームページ上で公開し
ている。
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Ⅳ 学修成果 17 あはき師国家試験合格率の維持・向上が図られている 4

早期からの受験対策として１年次か
ら計画的に行われている。個々の状
況に応じた、日々の学習課題の提供
並びに実力試験とその結果に基づ
いた長期休暇中の補習により学習
上の弱点について強化を行ってい
る。第３０回国家試験では現役受験
生全員が合格することができた。

コロナ禍の影響を受けたものの、第
30回あん摩マッサージ指圧師、はり
師、きゅう師国家試験において、1名
を除く現役受験者が受験したすべて
の試験に合格することができた（あ
ん摩マッサージ指圧師92.9%、はり
師、きゅう師100％）。

入所時から国家試験を見据えた支
援（新たな出題形式に対応した模擬
試験や受験対策補習の実施等）によ
り対応している。
第３０回あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師国家試験では、目標
の達成には至らなかなかったが、引
き続き合格率の維持・向上に努めて
いく。

組織目標に基づき、8割以上の現役
受験生が1つ以上合格の達成を実現
している。引き続き、合格率の維持・
向上に努める。また、早期からの受
験対策として、受験科目に関する意
識調査と到達度チェック試験を新た
に受験対策として位置づけ実施し
た。

一昨年度のあん摩マッサージ指圧師国家試験、は
り師国家試験、きゅう師国家試験から出題数や症
例問題の増加する中にあって、自立支援局として、
総じて高い現役合格率を維持しており、自己評価
は適切と認められる。
さらに利用者一人ひとりの個別的状況に応じたき
め細やかな教育指導による基礎学力の強化、卒業
後の再受験指導にも取り組んでいただきたい。

18 進路・就職に関する支援体制が整備されている 4

19 利用者相談に関する体制が整備されている 4

20 利用者の健康管理を担う組織体制がある 4

21 卒業生への支援体制がある 4

22
施設・設備は、教育上の必要性に対応できるよう整備さ
れている 4

23 見学実習、職場見学等の教育体制を整備している 4

24
実技・実習における事故防止予防対策・事故対応に関す
る体制等が整備されている 4

25 防災に対する体制が整備されている 4

26
利用者の安全管理のための取組等（施設賠償責任保険等
への加入、重複障害のある利用者への支援など）が行わ
れている

4

27
市町村役場、ハローワーク等、関連する機関に対する情
報提供等が行われている 4

28
利用者募集活動を実施し、利用者選考は適正に行われて
いる 4

29
医療従事者の教育に携わる国家公務員として関係法令を
遵守した運営がなされている 4

30 個人情報に関し、その保護のための対策がとられている 4

31
センターの教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢
献を行っている 4

32 地域や関係機関に対する事業の公開等を行っている 4

進路・就職や日常の相談、健康管理や卒業生への
支援体制が整備され、自己評価は適切と認められ
る。
一昨年度同様に、新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、就労先によっては求人数が激減して
いるものの、今後はより積極的な職場開拓と就労
に向けた支援の充実に期待する。特に、在学中だ
けでなく、利用者との利用契約が終了する卒業式
後の就職活動も重要であり、地域関係機関との連
携をとおして、引き続き積極的な支援をお願いした
い。

Ⅵ 教育環境

函館地域も夏場の３０度越えが恒常
的となりエアコンの設置が急務であ
るが、利用者の宿舎、基礎医学教
室、職員の事務室など、整備が及ん
でいない箇所が残っている。ＩＣＴ教
育推進のため、パソコン、タブレット
のほか、利用者個々の見え方に応じ
た機器を追加し、更に整備する予定
である。また、通信環境の改善に向
けた対応が課題となっている。
評価項目２４については、マニュアル
等に関する教官の理解度の向上を
目指し、来年度は教官が指導上リス
クを感じている施術操作場面につい
て取り上げ、対応策を検討する。

教育環境は「あん摩マツサージ指圧
師、はり師及びきゆう師に係る学校
養成施設認定規則」等に則り、整備
されている。また、組織目標に基づ
いて、見学実習や職場見学を計画的
に実施するとともに、避難訓練を定
期的に行っている。実技・実習にお
ける事故防止のために各種マニュア
ル等を作成するとともに、インシデン
トやアクシデントの迅速な対応と再
発防止のための情報共有の他、施
設賠償責任保険に加入している。
評価項目26の重複障害のある利用
者の支援は、特別指導教官を中心
に具体的な計画を立てて実施してい
る（なお、次年度にさらに特別指導教
官1名が配置されることになった）。

教育に必要な設備等は整備されて
いるが、建物などの老朽化による雨
漏等には、その都度対応を行ってい
る。
また、必要に応じて防犯・防災委員
会をはじめ、各種委員会を開催し
て、施設全体の安全管理に向けた検
討を行っている。
利用者への安全な支援実施のた
め、インシデントを報告し共有するこ
とによる再発防止や、ダブルティーチ
ング、実習助手を配置した授業の実
施、賠償責任保険への加入や、特別
指導教官による、利用者個々の特性
に適した支援も継続して実施してい
る。

概ね適切に整備している。評価項目
22、利用者支援上の端末が経年劣
化のため、ＰＣ7台（臨床室）を更新し
た。予算上の問題はあるものの、調
整の上、引き続き更新の促進を図り
たい。

教育環境に必要な施設・設備等、利用者の安全管
理体制や防災体制が整えられており、自己評価ど
おりと認められる。
函館センターが取り組んでいるエアコンの増設につ
いては、当該地域のエアコン設置率も考慮して、継
続して取り組まれたい。

Ⅴ
利用者支
援

適切に支援体制が整備されている。
利用方法や手続きに関する情報提
供の機会を意識して設けている。
ICT支援体制の整備として、利用者
全員がＷｅｂ会議システムを使えるよ
う支援しており、今年度は、進路に関
する企業説明会にオンラインで参加
した。卒業生への情報発信について
は、HPからメーリングリストを用いた
情報発信に転換した。

進路・就職に対する支援（就労相談
室）、利用者相談（総合支援課）、健
康管理に関する体制（医務課健康管
理室）が整備されており、教官は、関
係各課と連携・協力しながら利用者
支援を提供している。また、今年度
はコロナ禍により中止を余儀なくされ
たが、卒後研修会や卒後特別研修
会、職種別の講座等の卒業生に対
する支援も今後は再開の予定。

理療指導専門職を中心に、進路・就
労に向けた体制や利用者からの相
談への対応も確立されており、相談
対応マニュアルも整備中である。
また、利用者の定期的な健康診断や
予防接種、毎朝体調チェックを実施
している。
卒業生へは、卒後研修会の実施や
就労や自立した生活に向けた後支
援を実施している。

組織目標に基づき、講座、見学、相
談活動の強化について、関係部署と
連携の上、推進している。評価項目
21については、コロナ禍により研修
会は中止を余儀なくされたが、個別
の就労支援は実施している。また、
卒後研修会や卒後特別研修会、卒
後巡回指導の他、メールマガジン配
信等の卒業生に対する支援体制を
整備している。

利用者の募集や受入れに関する取組が適切に行
われており、自己評価は適切と認められる。
特に「4」以外の自己評価の理由が、新型コロナウ
イルス感染拡大による対外的活動の制約をどう評
価したかによることを確認した。
その代替手段として教官による動画作成やその公
開による募集活動の方法に工夫が見られたが、さ
らに利用者の参画や地域住民の協力等も得て、よ
りわかりやすい動画作成の工夫の余地もある。

Ⅷ
法令等の
遵守

法令等の遵守については定期的に
研修を受講し基本事項を繰り返し確
認している。個人情報の紙媒体につ
いては、鍵のかかるキャビネット保管
を強化している。

医療従事者の教育に携わる国家公
務員として、国家公務員法や人事院
規則等、あはき関係法令及び専修
学校関係法令等を遵守している。ま
た、e-Learningによる国家公務員倫
理、個人情報保護の研修等も実施し
ている。

公務員としての法令遵守は、研修を
受講するなど、適切に対応できてい
る。
また、個人情報の管理については、
研修の受講や書類の保管方法の徹
底等により対応している。

法令遵守の下、適切な運営、運用が
なされていると考えられる。成績表
等、個人情報を取り扱う業務におい
ては、外部との接続ができないPCを
使用している。

個人情報の取扱い、業務遂行等に関して適切な対
応がとられており、自己評価どおりと認められる。
社会の情報化の勢いが増す中、引き続き、セキュ
リティ対策を充分に行った上で業務を進めていただ
くことを希望する。

Ⅶ
利用者の
募集・受
入れ

新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、現地を直接訪問する募集活動
は計画通りの実施が困難であった
が、ＳＮＳを活用した情報発信を積極
的に行った。
評価項目２８については、卒業生と
共に、あはきの魅力を伝えるプロ
モーションビデオの制作を予定して
いる。

利用者募集活動は、担当課と連携を
図り、関係機関に様々な形式で計画
的かつ積極的なサービス内容の広
報に努めているが、昨年度に引き続
き、コロナ禍による制約が生じた。新
たな方法として、YouTube（機関限定
公開）による事業公開を計画、年度
末までに公開した。また、利用希望
者に対して、適正な利用者選考を実
施するとともに、利用相談から申込
み、結果通知、受入れ等、円滑、適
正に対応している。

昨年度同様、訪問による募集活動は
できなかったが、以前訪問していた
関係機関などへの、パンフレット送付
や、電話連絡などにより、対象者の
有無など状況の確認を行った。
利用相談や見学は随時受け付け、
利用選考も適切に実施した。

募集、受入れの体制整備はしている
ものの、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、評価項目28、対面で
の利用者募集活動が実施できず、
書面、電話等での活動に留まった。
なお、利用者選考については、年３
回適正に実施した。評価項目27につ
いては、関連する機関への情報提供
として、オンラインを活用した情報発
信を開始した。

各センターとも、その教育資源や施設を活用した社
会貢献、地域貢献に積極的な取組が確認され、自
己評価は適切と認められる。
新型コロナウイルス感染拡大が断続的に社会活動
を制限している中でも、遠隔会議システムや動画
DVD作製によるボランティア研修会の開催等、状
況に応じた柔軟な取組を評価したい。
各国立（養成）施設のある地域において、地域の方
に事業内容や取組を理解していただくことはとても
重要であり、障害者に対する理解だけでなく、延い
てはあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの普及、
業界の振興という効果にもつながる側面もある。積
極的な地域貢献活動の推進を期待する。

Ⅸ
社会貢
献・地域
貢献

オンライン講座へ切り替えながら、あ
はき振興を意識した市民公開講座を
実施した。今年度、センターが蓄積し
てきた教育資源を社会の課題解決
に向けて活用するという趣旨で、教
育機関（大学）と正式な連携協定を
締結し、社会連携活動が始まった。
また、事業公開については来年度か
らオンラインによる形式で計画する。

コロナ禍の影響も大きく受けたもの
の、所沢市と連携した市内小中学生
への障害者スポーツの紹介、DVD提
供による点訳ボランティア養成講習
会の開催、YouTubeによる事業公開
やリハ並木祭のオンライン開催等に
より施設機能の提供・紹介を図り、
社会貢献・地域貢献に取り組んだ。

オープンキャンパスや見学説明会に
より、センターで実施している事業内
容の紹介及び見学、機器などの体
験をしていただいた。
また、地域の方を対象とした公開講
座の開催や、公職選挙時に施設の
一部を投票所として開放するなど、
地域貢献を行っている。

平常から社会・地域貢献に務めてい
る。評価項目31、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、国の措置
に応じて、一定期間、施設の貸出を
停止するため、制限の中での対応と
なっている。事業公開については、
訓練公開（オンライン形式）とEyeあ
いフェスタ（一部オンライン形式）を実
施した。


